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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　動的な加入者宅内機器の構成のための方法であって、
　モビリティ・オフロード・ゲートウェイがモバイルネットワークからセルサイト変更通
知メッセージを受信するステップと、
　前記モビリティ・オフロード・ゲートウェイが、前記セルサイト変更通知メッセージに
基づいて、ユーザ端末（ＵＥ）が所定のサービス品質レベルを提供するＷｉ－Ｆｉネット
ワークにオフロード可能であるかどうかを判断するステップとを含み、前記所定のサービ
ス品質レベルは前記ＵＥとパケットゲートウェイとの間に現在確立されているセッション
フローのサービス品質レベルであり、
　前記ＵＥがオフロード可能であると判断したことに応じて、前記モビリティ・オフロー
ド・ゲートウェイが、識別されたＷｉ－Ｆｉネットワークに関連付けられる加入者宅内機
器を動的に構成して、前記ＵＥに対して前記所定のサービス品質レベルをサポートするた
めの動的構成メッセージを送信するステップを含み、前記動的構成メッセージは、前記Ｕ
Ｅに対して前記加入者宅内機器が取るべき対応を示す特定のルールまたはポリシーを含む
、方法。
【請求項２】
　前記モバイルネットワークは、ロング・ターム・エボリューション（ＬＴＥ）ネットワ
ークを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】



(2) JP 6289461 B2 2018.3.7

10

20

30

40

50

　前記モビリティ・オフロード・ゲートウェイは、ネットワークにおけるポリシーインフ
ラストラクチャの一部であるスタンドアロン型ユニットを含む、請求項１または２に記載
の方法。
【請求項４】
　前記モビリティ・オフロード・ゲートウェイは、ポリシーおよび課金ルール機能（ＰＣ
ＲＦ）のコンポーネントである、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記ＵＥがオフロード可能であるかどうか判断するステップは、前記ＵＥが前記Ｗｉ－
Ｆｉネットワークの範囲内にあるかどうかを判断するステップを含む、請求項１～４のい
ずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　前記加入者宅内機器を動的に構成するステップは、フローのためのサービス品質レベル
を実現するように住宅用ゲートウェイに命令するためのメッセージを前記住宅用ゲートウ
ェイに送信するステップを含み、
　前記加入者宅内機器に送信される命令は、ブロードバンドフォーラム（ＢＢＦ：Broadb
and Forum）ＴＲ－６９コマンドを含む、請求項１～５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
　前記ＵＥが前記Ｗｉ－Ｆｉネットワークの範囲から出たことに応じて、前記ＵＥがもは
や前記Ｗｉ－Ｆｉネットワークに接続されていないことを示す第２のセルサイト変更通知
メッセージを受信し、これに応じて、フローのために前記加入者宅内機器におけるリソー
スを解放するステップを含む、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　動的な加入者宅内機器の構成のためのシステムであって、
　モビリティ・オフロード・ゲートウェイを含み、前記モビリティ・オフロード・ゲート
ウェイは、
　モバイルネットワークからセルサイト変更通知メッセージを受信するためのネットワー
クインターフェイスと、
　前記セルサイト変更通知メッセージに基づいて、ユーザ端末（ＵＥ）が所定のサービス
品質レベルを提供するＷｉ－Ｆｉネットワークにオフロード可能であるかどうかを判断す
るオフロード判断モジュールとを含み、前記所定のサービス品質レベルは前記ＵＥとパケ
ットゲートウェイとの間に現在確立されているセッションフローのサービス品質レベルで
あり、
　前記ＵＥがオフロード可能であると判断したことに応じて、識別されたＷｉ－Ｆｉネッ
トワークに関連付けられる加入者宅内機器を動的に構成して、前記ＵＥに対して前記所定
のサービス品質レベルをサポートするための動的構成メッセージを送信するための動的加
入者宅内機器構成モジュールを含み、前記動的構成メッセージは、前記ＵＥに対して前記
加入者宅内機器が取るべき対応を示す特定のルールまたはポリシーを含む、システム。
【請求項９】
　前記モバイルネットワークは、ロング・ターム・エボリューション（ＬＴＥ）ネットワ
ークを含む、請求項８に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記モビリティ・オフロード・ゲートウェイは、ネットワークにおけるポリシーインフ
ラストラクチャの一部であるスタンドアロン型ユニットを含む、請求項８または９に記載
のシステム。
【請求項１１】
　前記モビリティ・オフロード・ゲートウェイは、ポリシーおよび課金ルール機能（ＰＣ
ＲＦ）のコンポーネントである、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記オフロード判断モジュールはさらに、前記ＵＥが前記Ｗｉ－Ｆｉネットワークの範
囲内にあるかどうかを判断するように構成される、請求項８～１１のいずれか１項に記載
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のシステム。
【請求項１３】
　前記動的加入者宅内機器構成モジュールはさらに、フローのためのサービス品質レベル
を実現するよう住宅用ゲートウェイに命令するために前記住宅用ゲートウェイにメッセー
ジを送信するように構成され、
　前記住宅用ゲートウェイに送信される命令は、ブロードバンドフォーラム（ＢＢＦ：Br
oadband Forum）ＴＲ－６９コマンドを含む、請求項８～１２のいずれか１項に記載のシ
ステム。
【請求項１４】
　前記ネットワークインターフェイスはさらに、前記ＵＥが前記Ｗｉ－Ｆｉネットワーク
の範囲から出たことに応じて、前記ＵＥがもはや前記Ｗｉ－Ｆｉネットワークに接続され
ていないことを示す第２のセルサイト変更通知メッセージを受信するように構成され、こ
れに応じて、前記フローのために前記動的加入者宅内機器構成モジュールにおけるリソー
スを解放するように構成される、請求項１３に記載のシステム。
【請求項１５】
　実行可能な命令を含むコンピュータ読取可能プログラムであって、前記実行可能な命令
は、コンピュータのプロセッサによって実行されると、
　モビリティ・オフロード・ゲートウェイがモバイルネットワークからセルサイト変更通
知を受信するステップと、
　前記モビリティ・オフロード・ゲートウェイが、前記セルサイト変更通知に基づいて、
ユーザ端末（ＵＥ）が所定のサービス品質レベルを提供するＷｉ－Ｆｉネットワークにオ
フロード可能であるかどうかを判断するステップとを含み、前記所定のサービス品質レベ
ルは前記ＵＥとパケットゲートウェイとの間に現在確立されているセッションフローのサ
ービス品質レベルであり、
　前記ＵＥがオフロード可能であると判断したことに応じて、前記モビリティ・オフロー
ド・ゲートウェイが、識別されたＷｉ－Ｆｉネットワークに関連付けられる加入者宅内機
器を動的に構成して、前記ＵＥに対して前記所定のサービス品質レベルをサポートするた
めの動的構成メッセージを送信するステップを、実行するように前記コンピュータを制御
する、コンピュータ読取可能プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　優先権主張
　本願は、２０１２年７月２０日に提出された米国仮特許出願第６１／６７４，２６８号
の利益を主張し、その開示全体が引用によりこの明細書中に援用されている。
【０００２】
　技術分野
　この明細書中に記載される主題は、ネットワークコンポーネントの動的構成に関する。
より特定的には、この明細書中に記載される主題は、統合ネットワーク（converged netw
ork）における加入者宅内機器（ＣＰＥ：customer premises equipment）を動的に構成す
るための方法、システムおよびコンピュータ読取可能媒体に関する。
【背景技術】
【０００３】
　背景
　さまざまなアクセスネットワークを介してネットワークサービスにアクセスする場合、
ある１つのネットワークタイプから別のネットワークタイプに変更するときに同じサービ
ス品質（ＱｏＳ：quality of service）を維持することが望ましい。たとえば、モバイル
デバイスのユーザが自宅にいて、モバイルデバイス（たとえばｉＰａｄ（登録商標）タブ
レット）上で映画を見ており、この映画がユーザの家庭用Ｗｉ－Ｆｉネットワークを通じ
て配信されている場合、Ｗｉ－Ｆｉネットワークを支援する加入者宅内機器（ＣＰＥ）は
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配信中の映画コンテンツに対して特別のサービス品質を提供するように構成される。たと
えば、このサービス品質は、映画が適切に配信されることを確実にする帯域幅および遅延
パラメータを含み得る。モバイルデバイスのユーザが（たとえば、Ｗｉ－Ｆｉ範囲外へ移
動し、このＷｉ－Ｆｉ範囲から離れることによって）Ｗｉ－Ｆｉネットワークから離れて
、同じ映画を見続けることを所望する場合、Ｗｉ－Ｆｉネットワークに関連付けられたリ
ソースを解放するとともに、同じサービス品質を提供するための要素をモバイルネットワ
ークに備えることが望ましい。ユーザが友人宅を訪れて、モバイルデバイス上で同じ映画
を見続けることを所望する場合、同じサービス品質レベルを提供するために友人宅におい
て加入者宅内機器を構成することが望ましいだろう。
【０００４】
　特に、据置型のＣＰＥ機器（たとえば、インタネットサービスを住宅加入者に提供する
住宅用ゲートウェイなど）は加入者レベルの鮮明度を有していない。このため、加入者宅
内機器からローカルＷｉ－Ｆｉネットワークへと通信されたフローはすべて区別されるこ
となく同じように処理される。したがって、ユーザがＣＰＥによってサポートされている
ネットワークにオフロードされている場合、既存のＣＰＥ機器を用いても、サービス品質
の優遇的措置または優遇的適用をサービスプロバイダから受けることができない可能性が
ある。
【０００５】
　このため、統合ネットワークにおいて加入者宅内機器を動的に構成するための方法、シ
ステムおよびコンピュータ読取可能媒体が必要とされる。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　概要
　統合ネットワークにおいて加入者宅内機器（ＣＰＥ）を動的に構成するための方法、シ
ステムおよびコンピュータ読取可能媒体を開示する。一局面に従うと、この明細書中に記
載される主題は、モビリティ・オフロード・ゲートウェイ（mobility offload gateway）
において実行される方法を含む。当該方法は、モバイルネットワークからセルサイト変更
通知メッセージを受信するステップと、変更通知メッセージに基づいて、ユーザ端末（Ｕ
Ｅ）がＷｉ－Ｆｉネットワークにオフロード可能であるかどうかを判断するステップと、
ＵＥがオフロード可能であると判断したことに応じて、ＵＥのための所定のサービス品質
（ＱｏＳ）をサポートするように、識別されたＷｉ－Ｆｉネットワークに関連付けられる
顧客端末（ＣＰＥ：consumer premises equipment）を動的に構成するステップとを含む
。
【０００７】
　代替的な実施形態においては、動的なＣＰＥ構成のための方法は、モビリティ・オフロ
ード・ゲートウェイにおいて実行されるステップを含む。当該方法は、モビリティ・オフ
ロード・ゲートウェイにおいて、第１のネットワークによって提供される既存のフローを
有するモバイルデバイスに関するセルサイト変更通知を受信するステップを含む。当該方
法はさらに、モビリティ・オフロード・ゲートウェイにおいて、セルサイト変更通知に基
づいて、ＵＥのためのフローがＷｉ－Ｆｉネットワークにオフロード可能であるかどうか
を判断するステップと、ＵＥのためのフローがオフロード可能であると判断したことに応
じて、フローのためのＱｏＳをサポートするように、Ｗｉ－Ｆｉネットワークに関連付け
られるＣＰＥを動的に構成するステップとを含む。
【０００８】
　統合ネットワークにおいて加入者宅内機器を動的に構成するためのこの明細書中に記載
される主題は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェアまたはそれらのいずれかの
組合せで実現され得る。そのため、この明細書中において用いられる「機能」、「モジュ
ール」または「ノード」という語は、記載されている特徴を実現するためのソフトウェア
コンポーネントおよび／またはファームウェアコンポーネントをも含み得るハードウェア
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を指す。具体的な一実現例においては、この明細書中に記載される主題は、コンピュータ
実行可能命令が格納されているコンピュータ読取可能媒体を用いて実現され得る。コンピ
ュータ実行可能命令は、コンピュータのハードウェアベースのプロセッサによって実行さ
れると、ステップを実行するようにコンピュータを制御する。この明細書中に記載される
主題を実現するのに適した例示的なコンピュータ読取可能媒体は、ディスクメモリデバイ
ス、チップメモリデバイス、プログラマブルロジックデバイスおよび特定用途向け集積回
路などの非一時的なコンピュータ読取可能媒体を含む。加えて、この明細書中に記載され
る主題を実現するコンピュータ読取可能媒体は、単一のデバイスまたはコンピューティン
グプラットフォーム上に配置されてもよく、または、複数のデバイスまたはコンピューテ
ィングプラットフォームにわたって分散させてもよい。
【０００９】
　図面の簡単な説明
　この明細書中に記載される主題の好ましい実施形態をここで添付の図面に関連付けて説
明する。添付の図面においては、同様の参照番号は同様の部分を表す。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】この明細書中に記載される主題の実施形態に従った、統合ネットワークにおいて
加入者宅内機器を動的に構成するための例示的なシステムを示すブロック図である。
【図２Ａ】この明細書中に記載される主題の実施形態に従った、モバイルデバイスが関与
するセッションのためのサービス品質を実現するように加入者宅内機器を動的に構成する
ための例示的なメッセージ通信を示すメッセージフロー図である。
【図２Ｂ】この明細書中に記載される主題の実施形態に従った、モバイルデバイスが関与
するセッションのためのサービス品質を実現するように加入者宅内機器を動的に構成する
ための例示的なメッセージ通信を示すメッセージフロー図である。
【図３】この明細書中に記載される主題の実施形態に従ったモビリティ・オフロード・ゲ
ートウェイを示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　詳細な説明
　図１は、この明細書中に記載される主題の実施形態に従った、統合ネットワークにおい
て加入者宅内機器を動的に構成するための例示的なシステムを示すブロック図である。具
体的には、図１は、通信可能に接続されるユーザ端末（ＵＥ）デバイス１０２と、モバイ
ルネットワーク１０４（たとえば、「モバイル／セルラーアクセスネットワーク」または
「無線アクセスネットワーク」）と、ワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ
：wireless local area network）１０３と、コアデータコンテントネットワーク１０６
（たとえば「コアネットワーク」）とを含む例示的なシステム１００を示す。いくつかの
実施形態においては、ネットワーク１０３、１０４および１０６は、インターネット・プ
ロトコル（ＩＰ：Internet protocol）ネットワーク１０１（たとえばインターネット）
に通信可能に接続されてもよい。
【００１２】
　いくつかの実施形態においては、ＵＥ　１０２は、携帯型ハンドセット、携帯型スマー
トフォン、タブレットコンピュータ、または、さまざまなタイプのネットワーク間を移動
可能であり、さまざまなタイプのネットワークを介してデータに接続して当該データを受
信することのできる他の如何なるモバイルデバイスをも含み得る。たとえば、ＵＥ　１０
２は、ユーザが映像のダウンロードサービスを受けるのに使用されるｉＰａｄ（登録商標
）またはｉＰｈｏｎｅ（登録商標）であってもよい。図示されていないが、ＵＥ　１０２
は、ＭＯＧ　１１２によって提供されるサービス品質のパラメータおよび／または設定を
格納するように構成されたハードウェアベースのプロセッサおよびメモリコンポーネント
を含み得る。
【００１３】
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　一実施形態においては、ＷＬＡＮ　１０３は、加入者宅内機器（ＣＰＥ）１１８を利用
してブロードバンド・ネットワーク・ゲートウェイ（ＢＮＧ：broadband network gatewa
y）１１４を介してＩＰネットワーク１０１に対するワイヤレスアクセスをユーザ端末に
提供する如何なる据置型ワイヤレスネットワークをも含み得る。ＷＬＡＮの例として、Ｗ
ｉ－ＦｉネットワークおよびＷｉＭａｘネットワークが含まれるがこれらに限定されない
。加入者宅内機器（ＣＰＥ）１１８は、ユーザの住居内および／またはローカルエリアネ
ットワーク内における据置型デバイスおよびモバイル型デバイスに対してインタネットサ
ービスへのアクセスを提供する住宅用ゲートウェイであってもよい。ＣＰＥ　１１８はま
た、ユーザの業務の範囲内でネットワーク接続サービスを提供する同様のタイプのゲート
ウェイであってもよい。たとえば、ＣＰＥ　１１８は、ワイヤレスルータ、ケーブルモデ
ム、ＤＳＬモデム、ワイヤレスアクセスポイントなどの住宅用ゲートウェイを含んでもよ
い。一実施形態においては、ＣＰＥ　１１８は、ＭＯＧ　１１２によって提供されるサー
ビス品質ポリシーのパラメータ１２４および／または設定を格納するように構成されたハ
ードウェアベースのプロセッサ１２１およびメモリコンポーネント１２０を含み得る。
【００１４】
　いくつかの実施形態においては、モバイルネットワーク１０４は、（ＵＥ　１０２がネ
ットワーク１０４内に位置する場合に）ＩＰネットワーク１０１および／またはコアネッ
トワーク１０６に対するアクセスをＵＥ　１０２に提供するように構成された如何なるタ
イプのモバイル型またはセルラー式のネットワークをも含み得る。モバイルネットワーク
の例として、３ＧＰＰ無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ：radio access network）、３
Ｇ　ＲＡＮ、４Ｇ　ＲＡＮ、ロング・ターム・エボリューション（ＬＴＥ：long term ev
olution）ネットワークなどを含み得る。図１はＵＥ　１０２をＷＬＡＮ　１０３内に位
置するように示しているが、ＵＥ　１０２をモバイルネットワーク１０４（または図１に
は示されていない同様のセルまたはモバイルネットワーク）へと移動させてモバイルネッ
トワーク１０４によって対応させてもよい。たとえば、ＵＥ　１０２がモバイルネットワ
ーク１０４内に入るかまたはモバイルネットワーク１０４内で起動されている場合であっ
ても、セルタワー１０５とＵＥ　１０２との間にワイヤレスエアリンクが確立され得る。
特に、（ＵＥ　１０２がネットワーク１０４に位置する場合に）ＵＥ　１０２とモバイル
ネットワーク１０４との間に確立されたすべての通信（たとえば信号伝達経路およびベア
ラ／データコンテント経路）は、エアリンク（たとえば無線接続）を介して行なわれる。
【００１５】
　いくつかの実施形態においては、モバイルネットワーク１０４は、基地局またはセルタ
ワー（たとえばセルタワー１０５）内に取付けられるかまたは組込まれるコントローラユ
ニット１０８（たとえば、基地局コントローラ（ＢＳＣ：base station controller）、
無線ネットワークコントローラ、ノードＢ、または、進化型ノードＢ（ｅＮｏｄｅ　Ｂ）
）を含み得る。コントローラユニット１０８はまた、パケットゲートウェイ（ＰＧＷ：pa
cket gateway）１１０に接続されてもよい。パケットゲートウェイ（ＰＧＷ）１１０は、
ＩＰネットワーク１０１と接続してモバイルネットワーク１０４に存在する加入者にデー
タサービスを提供する如何なるネットワークエレメントをも含み得る。一実施形態におい
ては、ＰＧＷ　１１０は、Ｗｉ－Ｆｉネットワークの範囲内にはないＵＥおよび／または
範囲内のＷｉ－Ｆｉネットワークを利用しないＵＥに対してパケットデータサービスを提
供するＬＴＥネットワークコンポーネントであってもよい。ＰＧＷ　１１０はまた、ＩＰ
ネットワーク１０１を介してモバイルネットワーク１０４をコアネットワーク１０６に通
信可能に接続するように構成されてもよい。いくつかの実施形態においては、ＰＧＷ　１
１０は、ＰＣＲＦノード１１６と通信するポリシー制御および実施機能（ＰＣＥＦ：poli
cy control and enforcement function）を含み得る。
【００１６】
　コアネットワーク１０６（たとえば、コアデータコンテントネットワーク）は、サービ
スプロバイダ／オペレータが動作させるネットワークであり、モビリティ・オフロード・
ゲートウェイ（ＭＯＧ：mobility offload gateway）１１２、ポリシーおよび課金ルール
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機能（ＰＣＲＦ：policy and charging rules function）ノード１１６、アクセスネット
ワーク発見および選択機能（ＡＮＤＳＦ：access network discovery and selection fun
ction）ノード１１９、ならびに１つ以上のコンテントサーバ１２２を含み得る。コンテ
ントサーバ１２２は、モバイルネットワーク１０４またはＷＬＡＮ　１０３のいずれかを
介してアクセスするＵＥ　１０２に対してデータを提供するように構成された、コアネッ
トワーク１０６に位置する如何なるサーバであってもよい。コアネットワーク１０６にお
いて発見される例示的なコンテントサーバは、ビデオ・オン・デマンド（ＶＯＤ：video 
on demand）サーバ、オーディオ・オン・デマンド・サーバ、オーディオおよびビデオ・
オン・デマンド（ＡＶＯＤ：audio and video on demand）サーバ、インターネット・プ
ロトコル・テレビ（ＩＰＴＶ：Internet protocol television）サーバなどを含み得る。
【００１７】
　一実施形態においては、ＭＯＧ　１１２は、ＵＥおよび／またはＣＰＥが関与するセッ
ションのために実現すべきポリシーについてネットワーク内の他のノードに命令するネッ
トワークポリシーインフラストラクチャの一部であってもよい。ＭＯＧ　１１２はまた、
モバイル・ポリシー・ゲートウェイ（ＭＰＧ：mobile policy gateway）などのスタンド
アロン型ノードであってもよく、ポリシーインフラストラクチャの一部であり、ｉ）モバ
イルネットワークからＷＬＡＮまで（たとえばモバイルネットワーク１０４からＷＬＡＮ
　１０３まで）のＵＥのＱｏＳオフロードプロセス、およびｉｉ）ＷＬＡＮからモバイル
ネットワークまで（たとえばＷＬＡＮ　１０３からモバイルネットワーク１０４まで）の
ＵＥのオンロードプロセスを管理するように構成される。
【００１８】
　いくつかの実施形態においては、ＭＯＧ　１１２はさらに、コアネットワーク１０６に
おいて、ＰＣＲＦノード１１６などのポリシーサーバに接続するように構成される。ＰＣ
ＲＦノード１１６は、ネットワークポリシーを格納し、他のノードからのクエリに応答し
てこのようなポリシーを提供するように構成される如何なるネットワークエレメントであ
ってもよい。いくつかの実施形態においては、ＭＯＧ　１１２およびＰＣＲＦノード１１
６は、単一のノードにおいてともに一体化されてもよく、または、コアネットワーク１０
６における複数のノード間に分散させられてもよい。一実施形態においては、ＰＣＲＦノ
ード１１６は、ネットワークポリシールール（または「ポリシー」）を格納し、他のノー
ドからのクエリに応答してこのようなポリシールールを提供するように構成され得る。た
とえば、ＰＣＲＦノード１１６は、少なくとも１つのポリシールールを要求するクエリを
ＭＯＧ　１１２から受信してもよい。一実施形態においては、（ＡＮＤＳＦノード１１９
ではなく）ＰＣＲＦノード１１６から得られるポリシールールはＱｏＳパラメータまたは
設定を含み得る。ＱｏＳパラメータまたは設定は、ＷＬＡＮにおけるユーザのＵＥにサー
ビスを提供するＣＰＥに対して後に適用することができる。ＭＯＧ　１１２は、データベ
ースまたはメモリ（図示せず）におけるＰＣＲＦノード１１６によって提供されるポリシ
ールールを格納してもよい。ＰＣＲＦノード１１６はまた、ＵＥ　１０２がモバイルネッ
トワークにおけるセルへとおよび／またはセルから移動する場合であっても、セルサイト
変更通知メッセージをＭＯＧ　１１２に送信するように構成されてもよい。セルサイト変
更通知メッセージは、この明細書中において用いられる場合、ｉ）ＵＥが第１のセルから
第２のセルに移動すること、ｉｉ）ＵＥがセルからＷＬＡＮに移動すること、およびｉｉ
ｉ）ＵＥがＷＬＡＮからセルに移動することを示す可能性がある。
【００１９】
　いくつかの実施形態においては、ＭＯＧ　１１２はまた、ＵＥ　１０２にアクセス可能
であるおよび／またはＵＥ　１０２にとって安全であるローカルＷＬＡＮおよび／または
Ｗｉ－Ｆｉネットワーク（たとえば、空港、店舗、レストランなどにおいて一般のユーザ
に提供される既存のＷｉ－Ｆｉネットワーク）についてＵＥ　１０２に通知するように構
成され得る。たとえば、検出されたネットワーク情報（たとえば、新しいセルサイトおよ
び／または検出されたＷＬＡＮを示すデータ）をＵＥ　１０２から受信した後、ＭＯＧ　
１１２は、ＵＥ　１０２によって検出されて安全なものとして指定および／または信頼で
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きるものとして指定されるさまざまなＷｉ－Ｆｉネットワークを決定するように構成され
てもよい。一実施形態においては、ＭＯＧ　１１２は、ＡＮＤＳＦノード１１９に問い合
わせを行うことによってこれを実現してもよい。一実施形態においては、ＭＯＧ　１１２
は、ＡＮＤＳＦノード１１９と接続（または一体化）され得る。ＡＮＤＳＦノード１１９
は、ＵＥ　１０２が非３ＧＰＰアクセスネットワーク（たとえばＷｉ－ＦｉまたはＷｉＭ
ａｘアクセスネットワークなどのＷＬＡＮ）を発見するのを支援する役割を果たしている
。ＡＮＤＳＦノード１１９はまた、ＵＥ　１０２に対するアクセスネットワーク接続に関
するポリシールールを提供するように構成されてもよい。たとえば、ＡＮＤＳＦノード１
１９から得られるポリシールールはＱｏＳパラメータまたは設定を含み得る。ＱｏＳパラ
メータまたは設定は、ＷＬＡＮにおけるユーザのＵＥにサービスを提供するＣＰＥに対し
て後に適用することができる。いくつかの実施形態においては、ＭＯＧ　１１２はまた、
ローカルＷｉ－Ｆｉネットワークに接続するために、（ＡＮＤＳＦノード１１９から得ら
れる）安全な信用証明書をＵＥ　１０２に与えるように構成されてもよい。ＭＯＧ　１１
２は、ＡＮＤＳＦノード１１９によって提供されるポリシールールをデータベースまたは
メモリ（図示せず）に格納してもよい。ＭＯＧ　１１２の内部コンポーネントを、図３の
記載に関連付けて以下においてさらに詳細に説明する。
【００２０】
　図２Ａおよび図２Ｂは、モバイルデバイスが関与するセッションフローに関するサービ
ス品質を実現するように加入者宅内機器を動的に構成するための例示的な信号伝達メッセ
ージ通信を示すメッセージフロー図である。セッションフローは、この明細書中において
用いられる場合、ボイス・オーバーＩＰ（ＶｏＩＰ：voice over IP）通話、ビデオ通話
、ビデオストリーミングセッションなどに関連付けられるパケットの通信を含み得る。図
示されていないが、セッションフローは、図１に示されるコンテントサーバ１２２からＵ
Ｅ１０２に提供される媒体内容を含み得る。信号伝達２０２において示されるように、Ｕ
Ｅ　１０２とＰＧＷ　１１０との間のセッションフローのために、このとき、モバイル専
用のベアラ経路が確立される。特に、確立されたセッションフローは、特定のＱｏＳレベ
ルに応じて通信されている。ブロック２０４において、ＵＥ　１０２は、セッションフロ
ーのためのＱｏＳを受信している間、モバイルネットワーク（たとえばＬＴＥネットワー
ク）からＷＬＡＮ（たとえばＷｉ－Ｆｉ）ネットワークにまで移動する。たとえば、ＵＥ
　１０２がネットワークから離れたときおよび／または異なるネットワーク（たとえばＷ
ｉ－Ｆｉネットワーク）に対応する区域に入ったときに、コアネットワーク１０６におけ
るコンテントサーバによって提供されるストリーミング・ムービーをダウンロード帯域幅
の毎秒１０メガバイトで表示させるために、確立されたモバイル専用のベアラ２０２がＵ
Ｅ　１０２によって利用されてもよい。
【００２１】
　このとき、ＰＧＷ　１１０はＵＥ　１０２の移動について通知を受けてもよく、ＰＣＲ
Ｆ　１１６とのＧｘセッション（メッセージ２０６を参照）を確立して、伝達されたフロ
ーに同じサービス品質を与えるために新しいネットワークを使用できるかどうかを判断し
てもよい。Ｇｘセッションは、この明細書中において用いられる場合、ＰＧＷ　１１０と
ＰＣＲＦ　１１６との間のＤｉａｍｅｔｅｒベースのＧｘインターフェイスを介して行な
われてもよい。一実施形態においては、モバイルネットワーク１０４におけるＵＥ　１０
２がコントローラ１０８に更新位置メッセージを送信し、コントローラ１０８が次いで当
該情報をＰＧＷ　１１０に転送し得る。次いで、ＰＧＷ　１１０が、Ｇｘセッション２０
６を介してＰＣＲＦ　１１６に（直接またはＭＯＧ　１１２を介して）セルサイト変更通
知メッセージを発行し得る。これに応答して、ＰＣＲＦ　１１６はＭＯＧ　１１２にセル
サイト変更通知メッセージに２０８を送信し得る。一実施形態においては、モバイルネッ
トワーク１０４においてメッセージ２０８を発生させてもよく、当該メッセージ２０８は
ＰＣＲＦ　１１６によってＭＯＧ　１１２に転送される。
【００２２】
　メッセージ２０８を受信した後、ＭＯＧ　１１２は、ＵＥ　１０２がオフロード可能で
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あるかどうか判断し得る。たとえば、ＭＯＧ　１１２は、ｉ）少なくとも１つの近傍のお
よび／またはローカルなＷｉ－ＦｉネットワークがＵＥ　１０２によって安全にアクセス
され得るかどうか、ならびに、ｉｉ）近傍のＷｉ－Ｆｉネットワークのいずれかが、適切
な（たとえば、予め提供されている所定の）サービス品質レベルを提供することができる
かどうかを判断し得る。その後、ＭＯＧ　１１２は、ＵＥ　１０２が安全にアクセスする
許可を受け、要求されたサービス品質を提供し得る実現可能なＷＬＡＮのリストを、ＵＥ
　１０２に与えるメッセージ２１２を送信し得る。一実施形態においては、ＭＯＧ　１１
２は、リスト化されたＷＬＡＮに安全にアクセスするために承認信用証明書をＵＥ　１０
２に与えてもよい。
【００２３】
　ＵＥ　１０２は、メッセージ２１２を受信すると、ローカルメモリに格納されたＷＬＡ
ＮおよびＷｉ－Ｆｉネットワークの好ましいリストにアクセスするように構成され得る。
好ましいリストでは、それぞれのＷＬＡＮに位置するＣＰＥのＩＰアドレスによって別個
の各ＷＬＡＮが識別され得る。ＷＬＡＮおよび／またはＣＰＥを選択する（ブロック２１
４を参照）ために、ＵＥ　１０２が、好ましいリストにあるＩＰアドレスを、メッセージ
２１２で提供されるＷＬＡＮリストエントリと相互に参照した後、このＵＥ　１０２は、
ＭＯＧ　１１２にオフロード同期要求メッセージ２１６（すなわち「同期要求」）を送信
する。特に、要求メッセージ２１６は、選択されたＣＰＥのＩＰアドレスを含む。
【００２４】
　ＭＯＧ　１１２およびＵＥ　１０２がＣＰＥ　１１８のＩＰアドレスを示すオフロード
同期メッセージ通信を交わした後、ＭＯＧ　１１２は、ネットワーク１０４からＷＬＡＮ
　１０３（すなわち、選択されたＷＬＡＮ）へとＵＥ　１０２をオフロードするためのプ
ロセスを開始する。たとえば、ＭＯＧ　１１２は、ＣＰＥ　１１８を構成するために動的
構成メッセージ２２０を送信してもよい。特に、構成メッセージ２２０が含むＱｏＳパラ
メータまたはポリシールールを用いることにより、所望および／または所定のＱｏＳレベ
ルを提供するようにＣＰＥ　１１８を構成することができる。ＣＰＥ　１１８に対して提
供されるこのようなＱｏＳポリシールールは、（ＱｏＳポリシーパラメータまたはルール
１２４として）メモリ１２０に格納され得る。いくつかの実施形態においては、ＱｏＳパ
ラメータ１２４は、加入者および／またはＵＥに対してＣＰＥ　１１８が取るべき対応を
示す特定のルールまたはポリシーを含み得る。たとえば、例示的な加入者特有またはＵＥ
特有のポリシールールは、帯域幅使用ルール、デバイス特有または加入者特有の優先アク
セスルール、階層ベースの加入ポリシールール、集計データ割当てポリシールールなどを
含む。
【００２５】
　一実施形態においては、ＭＯＧ　１１２は、セッションフローのための所定のＱｏＳを
実現することによって、ＵＥ　１０２の現在の帯域幅要件に対処するようにＣＰＥ　１１
８に命令するためのブロードバンドフォーラム（ＢＢＦ：Broadband Forum）ＴＲ－６９
コマンドを送信することによって、ＣＰＥ　１１８を動的に構成する。代替的な実施形態
においては、ＭＯＧ　１１２は、ＴＲ－６９コマンドを送信する代わりに１つ以上の妥当
性（propriety）コマンドを送信することによって、ＣＰＥ　１１８を構成してもよい。
次いで、ＣＰＥ　１１８は、要求されたＱｏＳをＵＥ　１０２に与えることにより、受信
したコマンドに応答し得る。こうして、ＵＥ　１０２は、所定のＱｏＳに応じてＢＮＧ　
１１４に向けられるセッションフロー２２２を確立することができる。
【００２６】
　しばらくした後、ＵＥ　１０２は、ローカルＷＬＡＮから離れることによって移動し、
ＵＥ　１０２にサービスを提供することのできるモバイルネットワークセルに入り得る（
ブロック２２４を参照）。たとえば、ＵＥ　１０２は、ＷＬＡＮネットワーク１０３から
離れて、モバイルネットワーク１０４に戻ってもよい。ＵＥ　１０２は、モバイルネット
ワーク１０４に入ると、ワイヤレス・インフラストラクチャを介してモバイルネットワー
クに再度接続する。そして、ＵＥ　１０２またはコントローラ１０８が、ＵＥの新しい位
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置（たとえば新しいセルサイト）をＭＯＧ　１１２に通知する。一実施形態においては、
ＵＥ　１０２はＰＧＷ　１１０と通信してモバイル専用のベアラを確立する（信号伝達２
２６を参照）。このとき、ＰＧＷ　１１０は、ＰＣＲＦ　１１６とのＧｘセッション（メ
ッセージ２２８を参照）を確立して、伝達されたセッションフローに対して同じサービス
品質を与えるために新しいモバイルネットワーク（たとえば新しいモバイルネットワーク
または再び入ったモバイルネットワーク１０４）を使用できるかどうかを判断し得る。こ
れに応じて、ＰＣＲＦ　１１６はセルサイト変更通知メッセージ２３０をＭＯＧ　１１２
に送信し得る。
【００２７】
　ＵＥ　１０２が所定のＱｏＳに応じてセッションフローのためのモバイル専用のベアラ
（たとえば専用のベアラ２２６）を確立した後、ＵＥ　１０２は、セッションフローに関
連付けられるパケットをＰＧＷ　１１０と交信し始め得る（信号伝達２３２を参照）。
【００２８】
　一実施形態においては、ＭＯＧ　１１２は、動的に構成されたＱｏＳをＣＰＥ　１１８
から取除くようＣＰＥ　１１８にメッセージに２３４を送信する。たとえば、メッセージ
２３４は、ＱｏＳの提供に関連付けられるリソースの解放をＵＥ　１０２に対して示して
もよい。一実施形態においては、ＭＯＧ　１１２は、それまで利用されていたＷＬＡＮ　
１０３におけるセッションフローのための所定のＱｏＳを実現するために、ＵＥ　１０２
の配信要件に対処するのにそれまで用いられていたリソースを解放するようＣＰＥ　１１
８に命令するためのＢＢＦ　ＴＲ－６９コマンドを送信することによって、ＣＰＥ　１１
８を動的に構成する。一実施形態においては、セッションフローは、コンテントサーバ１
２２とＵＥ　１０２との間で行なわれるＶＯＤセッションフローを含み得る。代替的な実
施形態においては、ＭＯＧ　１１２は、ＴＲ－６９コマンドの代わりに１つ以上の妥当性
コマンドを送信することによって、ＱｏＳを取除くようＣＰＥ　１１８に命令してもよい
。次いで、ＣＰＥ　１１８は、ＵＥ　１０２にＱｏＳを与えるためにそれまで利用されて
いたリソースを解放することによって、受信したコマンドに応答し得る。
【００２９】
　こうして、図２Ａおよび図２Ｂに示される例においては、ネットワーク・ポリシー・イ
ンフラストラクチャの一部であるＭＯＧ　１１２は、フローのために必要なＱｏＳを実現
するように加入者宅内機器を動的に構成するのに必要な機能を実行する。
【００３０】
　図３は、この明細書中に記載される主題の実施形態に従ったモビリティ・オフロード・
ゲートウェイを示すブロック図である。図３を参照して、モビリティ・オフロード・ゲー
トウェイ１１２は、プロセッサ３０１、オフロード判断モジュール３０２、ネットワーク
インターフェイス３０３、および動的ＣＰＥ構成モジュール３０４を含む。プロセッサ３
０１は、上述のオフロードプロセスおよびオンロードプロセスを実行すべくモジュール３
０２および３０４を動作させるように構成することができる如何なるハードウェアベース
のプロセッサをも含み得る。オフロードは、この明細書中において用いられる場合、ＵＥ
とコアネットワークとの間のセッションフローのＱｏＳが維持されるかまたは低下しない
ように、所定のＱｏＳに関連付けられるセッションフローをモバイルベースのアクセスネ
ットワークからＷＬＡＮ（またはＷｉ－Ｆｉ）ベースのアクセスネットワークへと転送す
ることを含む。同様に、オンロードは、この明細書中において用いられる場合、ＵＥとコ
アネットワークとの間のセッションフローのＱｏＳが少なくとも維持されるかまたは低下
しないように、所定のＱｏＳに関連付けられるセッションフローをＷＬＡＮ（またはＷｉ
－Ｆｉ）ベースのアクセスネットワークからモバイルベースのアクセスネットワークへと
転送することを含む。
【００３１】
　いくつかの実施形態においては、ネットワークインターフェイス３０３は、モバイルネ
ットワークからセルサイト変更通知メッセージを受信するように構成されてもよい。イン
ターフェイス３０３はまた、ＰＣＲＦノードと通信するためのＤｉａｍｅｔｅｒインター
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フェイスを含み得る。代替的には、ＭＯＧ　１１２がＰＣＲＦのコンポーネントである場
合、ネットワークインターフェイス３０３は、モビリティ管理エンティティ（ＭＭＥ：mo
bility management entity）と通信するためのＤｉａｍｅｔｅｒインターフェイスを含み
得る。
【００３２】
　いくつかの実施形態においては、オフロード判断モジュール３０２は、ユーザ端末がＷ
ｉ－Ｆｉネットワークへとオフロード可能であるかどうかを（セルサイト変更通知に基づ
いて）判断するように構成されてもよい。たとえば、モジュール３０２を用いてＡＮＤＳ
Ｆノードと通信して、オフロード情報を得ることもできる。
【００３３】
　いくつかの実施形態においては、ＭＯＧ　１１２はさらに、（ＵＥがオフロード可能で
あると判断したことに応じて）ＵＥのための所定のサービス品質をサポートするために、
識別されたＷｉ－Ｆｉネットワークに関連付けられるＣＰＥ機器を動的に構成するように
構成された動的加入者宅内構成モジュール３０４を含む。たとえば、動的ＣＰＥ構成モジ
ュール２０４は、ＵＥがそれまでＬＴＥネットワークにおいて利用していたＵＥのための
特定または所定のサービス品質を提供するように、Ｗｉ－Ｆｉネットワーク内において関
連付けられる住宅用ゲートウェイを構成してもよい。
【００３４】
　ここに開示された主題のさまざまな詳細が、ここに開示された主題の範囲から逸脱する
ことなく変更され得ることが理解されるだろう。さらに、上述の説明は例示のみを目的と
したものであって、限定を目的としたものではない。

【図１】 【図２Ａ】
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